
雇用調整助成金制度

景気の悪化

事業活動の縮小にもかかわらず雇用を維持

景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事
業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせることにより雇用を維持する場合、
休業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部を助成する。

事業主

都道府県労働局
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実施内容

・最近３ヶ月の生産量又は売上高が直前３ヶ月又は前
年同期比５％以上減

大企業

・最近３ヶ月の生産量又は売上高が直前３ヶ月又は前
年同期比減

・前期決算等の経常利益が赤字（生産量が５％以上減
少している場合は不要）

中小企業

対
象
労
働
者

雇用保険被保険者：期間を問わず全員
（新規学卒者を含む）

被保険者以外 ：雇用期間６ヶ月以上

期間中の賃金・休業手当等について助
成

対象労働者に休業・教育訓練・出向を実施

Ｈ２１．２．６現在※ 中小企業についての記載は、中小企業緊急雇用安定助成金（H20.12.1創設）による。

教育訓練費：大企業 1,200円
中小企業 6,000円

（労働者１人１日あたり）

助成率： 大企業 ２／３

中小企業 ４／５
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厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク（公共職業安定所）

★詳細については、最寄りの労働局又はハローワークへお問い合わせください★

比較期間（６か月）

対象期間（１年間）

初回計画届

①判定基礎期間末日の事業所労働者数が①判定基礎期間末日の事業所労働者数が
比較期間の平均の４／５以上比較期間の平均の４／５以上

助成率の上乗せ要件のイメージ助成率の上乗せ要件のイメージ

支給申請期間（１か月）

◆助成金制度の拡充の概要◆
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余

儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労
働者の雇用の安定を図るため、休業等の実施により雇用調整助成金及び中小企業
緊急雇用安定助成金を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主の助成率
を上乗せします。

◆支給手続き等◆
通常の雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続きに加え、

支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書雇用維持事業主申告書を併せて提出することが必要です。

◆助成率上乗せ要件◆
助成率は、以下の要件を満たした場合に上乗せします。
① 判定基礎期間（賃金締切期間）の末日における事業所労働者数が、比較期間

（初回計画届提出日の属する月の前月から遡った６か月間）の月平均事業所
労働者数と比して４／５以上であること

② 判定基礎期間（賃金締切期間）とその直前６か月の間に判定基礎期間（賃金締切期間）とその直前６か月の間に事業所労働者の事業所労働者の解雇解雇
等等（有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解
除等を含む。）をしていないことをしていないこと

◆助成率◆
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、それぞれ以下のと

おり助成率を上乗せします。
〔〔通常の助成率通常の助成率〕〕 〔〔上乗せ後上乗せ後〕〕

雇用調整助成金雇用調整助成金 ２／３２／３ →→ ３／４３／４
中小企業緊急雇用安定助成金中小企業緊急雇用安定助成金 ４／５４／５ →→ ９／１０９／１０

②解雇等をしない②解雇等をしない
（判定基礎期間＋その直前６か月）（判定基礎期間＋その直前６か月）

判定基礎期間
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奨励金の支給：対象者１人につき、中小企業は１００万円、大企業は５０万円

年長フリーター支援のための特別奨励金の創設
（若年者等正規雇用化特別奨励金）

年
長
フ
リ
ー
タ
ー
等

正社員

③ 有期実習型訓練

② トライアル雇用

① 直接雇用

企業

ハローワークによる
企業への助言、指導等

正
規
雇
用

正社員

正社員

正
規
雇
用

正
規
雇
用

年長フリーター等（２５歳～３９歳）を対象とした求人枠を積極的に設けて正規雇用する事業主等に対して、奨励金を

支給（中小企業については１人１００万円、大企業については５０万円）することとし、今後３年間で集中的に年長 フリー
ター等の雇用機会の確保を図る。また、内定を取り消された就職未決定者を奨励金の対象に追加する（特例措置）。

ハローワーク求人に
年長フリーター枠を設定

内
定
取
消
し
学
生
等

正社員

正
規
雇
用

① 直接雇用

ハローワーク求人に
内定を取り消された就職未決定者枠を設定

奨励金の支給（特例措置）：対象者１人につき、中小企業は１００万円、大企業は５０万円

企業

（
生
活
対
策
）

（
新
た
な
雇
用
対
策
）
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